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　令和5年6月30日、総務省は富士通株式会社に対して電気
通信事業法に規定する通信の秘密の漏えいがあったものと
認められることから行政指導を行ったと公表した1。これによっ
て、あらためて電気通信事業法や通信の秘密に対する関心が
高まっているが、多くの経営者は、電気通信事業法は、通信会
社や携帯電話キャリアなど、もっぱら通信事業を提供している
企業だけに適用されるものと理解しているのではないだろう
か。
　しかし、通信会社や携帯電話キャリアだけではなく一般の
企業も電気通信事業者に該当することがあり、令和5年6月に
施行された改正電気通信事業法では総務大臣への届け出の
対象が拡大された。最近は中小企業でもECサイトを開設・運
営する例が増えているが、自社のビジネス内容が電気通信事
業法に規定する電気通信事業に該当していないか、あらため
て見直す必要がある。

電気通信事業法とは

　電気通信事業法とは、電気通信の健全な発達と国民の利
便の確保を図るために制定された法律で、電気通信事業に関
する詳細な規定が盛り込まれている。
　もともと日本において、電気通信事業は民間の企業が自由
に営むことはできず、国有の日本電信電話公社と国際電信電
話株式会社によって独占的に運営されてきた。昭和60年に電
気通信が自由化され、日本電信電話公社が民営化されたこと
に伴い、電気通信事業を規制する法律として新たに電気通信
事業法が制定されたものである。
　電気通信事業法では、電気通信役務を他人の需要に応じ
るために提供する事業を電気通信事業としており、ここでいう
電気通信役務とは「電気通信設備を用いて、他人の通信を媒
介すること」、「その他、電気通信設備を他人の通信のために
提供すること」と規定されている（電気通信事業法2条）。実際
には電気通信役務の中には、電話転送、決済代行、ポータル
サイト運営、SNSなど多くのものが含まれる。また電気通信事
業法では、電気通信事業を「営む」者だけを電気通信事業者
として規制対象にしている。つまり利用者から料金を徴収して
いる、または広告料収入を得ている場合だけが規制対象とな
り、設備を無償で設置・提供し、広告料収入も一切得ていない
ようなケースは、規制対象とはならない。
　また電気通信事業者は、総務大臣の登録を受けること、ま
たは総務大臣へ届け出をすることが必要となる。ただし構内

だけでサービス提供をしている場合、自らは設備を設置せず他
人の通信を媒介していない場合、1人または1社だけにサービ
スを提供している場合は、登録や届け出は不要である。

改正電気通信事業法と届け出の対象

　令和5年6月、電気通信事業者の改正法が施行された。
　改正法では、従来は総務省に届け出ることが不要とされて
いた電気通信事業者のうち、検索情報電気通信役務と媒介相
当電気通信役務は、届け出の対象となった。検索情報電気通
信役務はサーチエンジン類のことを指し、媒介相当電気通信
役務は主としてSNS類のことを念頭に置いている。このうち、
中小企業が行っているインターネット関連ビジネスでも届け
出の対象となりうるのは媒介相当電気通信役務であり、発言
や発信にアカウント登録が必要なSNSや掲示板サービスで
あって、前年度の月間アクティブ利用者数の平均が1,000万
以上となる場合、届け出が必要とされている。
　またECモール、フリマ等のサイトを運営している場合、イン
ターネット経由で複数の店舗でのネットショッピングや、フリ
マ、オークションなどができる「場」を提供しているだけであれ
ば、届け出の対象とならない。不特定多数が閲覧できるレ
ビューや口コミの機能を提供する場合も同様である。しかし、
出店者と顧客間など特定の利用者間でのダイレクトメッセー
ジ機能を提供する場合（オークションサイトで、出品者と落札
者がお互いに取引についての連絡事項を両者の間だけで
メッセージとしてやりとりできる機能がある場合など）は、届け
出の対象となる。
　なお、自社で展開しているインターネット関連ビジネスが電
気通信事業者としての規制を受けるかどうかについての詳細
は、総務省が公開している「電気通信事業参入マニュアル [追
補版]」、「電気通信事業参入マニュアル（追補版）ガイドブッ
ク」 2を参照するとよいであろう。

※後編は12月号に掲載予定です

1 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_
01000199.html

2 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu
02_000495.html
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社長A：「先日、経営者同士の交流会で、資金繰りに関
して話題になりました」
税理士 H：「コロナウイルスの影響を受けた中小企業
者を対象にした「ゼロゼロ融資」制度の返済開始が
2023年7月から翌年4月に集中する見込みですし、
資金繰りに敏感な企業は多いでしょう」
A：「無利子・無担保の融資を受けられるので、うちも
借入を増やしました。少し前に設備投資をしたので、
売上は伸びてきていますが、思ったより利益は出てい
ないんです」
H：「それは少し心配ですが、実は利益と資金繰りの考
え方は少し異なります。これから資金繰りに関わる重
要な点をお伝えしますね」

　1年間の営業活動によって会社に残る現金、これを最もシン
プルに示す方程式は「現金＝利益＋減価償却費」となります。
　まず減価償却費とは、機械などの固定資産の購入に関わる
全額を1年間の費用にするのではなく、使用する年数に応じて
配分していく会計の手法を言います。利益の計算上、費用とし
て売上から差し引かれるものの、先行投資で現金の支出を最初
に済ませているため、現金の計算においてプラスできます。
　社長Aの会社が、前年に400万円の設備投資をして、今年度
の減価償却費が80万円（5年定額）、利益が20万円だったとし
ます。営業活動により現金がいくら増えたか、この方程式で算定
すると、利益20万円＋減価償却費80万＝100万円となります。

A：「なるほど。利益はあまり出ていないように見えまし
たが、減価償却費が増えた分、思っていたより現金は
残りそうです」

Ｈ「はい。ただ、ここで気を抜かずに設備投資以外の
面からも売上拡大の工夫を続けましょう。償却期間が
終わるころに今と同じ売上水準ならば減価償却費が
減るので営業利益は改善しますが、実際には利益に
応じて税金がかかるので、会社に残る現金は少なく
なってしまいます。本質的に現金を増やしていくため
には、やはり売上を伸ばしていくことが重要なんです」

　ゼロゼロ融資の返済がはじまることから、借り換え需要に伴う
新しい借り換え保証制度（コロナ借換保証）が創設されています。
　この制度では、経営行動計画書の提出が求められ、その中に
「収支計画及び返済計画」の欄があります。

　借入金の返済は会社の費用にすることはできないので、先ほ
どの方程式を踏まえて、「利益＋減価償却費＞借入返済額」と
することが必要だと分かります。返済額以上の現金を生み出し
ていくためには、どれだけの売上が必要か、ここで計画を立てて
いきます。
　また同じく行動計画書の「アクションプラン」の項目では、具
体的にその計画を実現し、継続するために何をするのか明確
化して、経営課題の改善を数値化していくことが求められます。

　普段目にすることの多い、貸借対照表や損益計算書ではどう
しても資産の推移や利益にばかり目がいってしまいますが、現
金の動き（キャッシュフロー）に着目することで、資金繰りや投
資計画等、大局観を求められる経営者にとって必要な情報が見
えてきます。

※中小企業庁WEBサイトより
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/dl/
keikaku_sample.pdf
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